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子育て世代応援します！

～１０月から新しくスタートする母子関係の事業について～

　町では、子育て期における切れ目のない支援を目指して、母子健康手帳の発行後、妊婦健診費助成、乳幼児健

診・相談、訪問、育児教室事業などを実施しています。

　このたび、子どもを安心して産み育てられるお手伝いとして、産前産後の不安を抱きやすい時期にある妊産婦

さんへの助産師による支援や、２歳児歯科健診を新たに実施することになりました。

▼  対象：いずれも支援を希望される方はどなたでも利用できます。

　　　　 妊娠や出産の経過により、町から利用を勧めることもあります。

▼  利用料：無料

▼  利用について：母子健康手帳発行時にお尋ねいただくか、随時、ご相談ください。

　現在、幼児の健診については、１歳６か月健診以降、３歳児健診（３歳７～８か月に実施）まで 2 年

間の期間がありましたが、中間の２歳６か月に歯科健診を行います。対象児には、事前に個別通知でお

知らせします。

▼  対象：平成 26 年４月生まれの児から実施予定（12 月からスタートします。）

▼  場所：基山町保健センター

対象となる妊婦さんの状況にあった相談支

援やアドバイスを行います。具体的には、

妊婦健診結果のフォローや体の変化に対す

る支援（乳房ケア等）、保健栄養相談、腰

痛等の身体的症状への支援等で、個人に応

じた内容となります。

妊娠・出産を経た体と心の変化に対して、

産婦さんへ寄り添った支援を行います。具

体的には、授乳への支援や産後の体調への

変化に対するアドバイス、赤ちゃんへの関

わり方等の支援です。
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助産師による産前産後の訪問支援

２歳児歯科健診

産前訪問の支援 産後訪問の支援

※問合せ先　基山町保健センター　☎９２－２０４５
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司法書士大串法光事務所
基山町宮浦１５５（京町ＪＡスタンド交差点南側）
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相続 ・ 遺言 ・ 登記
成年後見 ・ 法律相談

【月～金】８：３０～１８：３０【土日】電話予約で休日や時間外でもご相談に応じます。

☆相談は無料です。お気軽にお電話、お立ち寄りください☆


